
令和７年度からの新制度に関する説明

滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全推進協議会
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日本型直接支払制度とは

• 多面的機能支払交付金

• 中山間地域等直接支払交付金

• 環境保全型農業直接支払交付金

農村地域の高齢化、人口の減少などで、農業生産に伴う
地域の共同活動などにより支えられてきた多面的機能の発
揮に支障が生じつつあります。このため、平成26年度から
農業・農村の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や
営農活動に対する支援制度「日本型直接支払制度」が始ま
りました。

引用：農業・農村の有する多面的機能：農林水産省
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日本型直
接支払制
度とは

• 多面的機能支払交付金

【農地維持支払】

農業者等による組織が取り組む、
水路の泥上げや農道の路面維持等の
地域資源の基礎的保全活動や農村の
構造変化に対応した体制の拡充・強
化等、多面的機能を支える共同活動

【資源向上支払】

地域住民を含む組織が取り組む、
水路、農道等の軽微な補修や植栽に
よる景観形成等の農村環境の良好な
保全といった地域資源の質的向上を
図る共同活動や、施設の長寿命化の
ための活動
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日本型直
接支払制
度とは

• 中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等において、農業生
産条件の不利を補正することによ
り、耕作放棄地の発生防止や機
械・農作業の共同化等、農業生産
活動を将来に向けて維持するため
の活動

• 環境保全型農業直接支払交付金

農業者等が実施する化学肥料・
化学合成農薬を原則5割以上低減
する取り組みとセットで、地球温
暖化防止や生物多様性保全に効果
の高い営農活動
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農業・農村の多面的機能とは

農業・農村は、私たちが生きていくのに必要な米や野菜
などの生産の場としての役割を果たしています。しかし、
それだけではありません。農村で農業が継続して行われる
ことにより、私たちの生活に色々な『めぐみ』をもたらし
ています。このめぐみを「農業・農村の有する多面的機
能」と呼んでいます。

農業・農村の有する多面的機能：農林水産省
【引用：農業・農村の有する多面的機能HPより】
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世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策
（多面的機能支払交付金）

令和７年度からの新制度に関する説明

多面的機能支払交付金：農林水産省

※農林水産省多面的機能支払ウェブサイトより
「令和７年度改正のポイント（リーフレット）」引用
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○活動組織の広域化に対する支援の追加

〇環境保全型農業直接支払からの一部取組の移行

○共同活動の活動メニュー追加と増進加算の追加

○その他の制度改正

・長寿命化直営施工を行わない場合の上限単価の調整

・環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックの追加

国制度の変更・追加点

令和７年度制度改正による追加項目

環境負荷低減の取組へ
の支援（みどり加算）

組織の体制強化
に対する支援

多面的機能のさらなる
増進に向けた活動への

支援
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組織の体制強化に対する支援

✔広域活動組織を立ち上げる際の補助が追加されます。

令和７年度制度改正による追加項目

○広域活動組織の立ち上げと同時に「活動支援班の設置」を行うことが要件です。

○令和７年度以降に設立される広域活動組織が対象です。

○増進加算と異なり活動支援班の活動実績については、要件として求められません。

※活動支援班の構成員名簿の提出等が必要になります。

○広域活動組織が設立された年度に一度だけ交付が受けられます。

加算額（１度限り）
40万円/広域組織
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環境保全型農業直接支払からの一部取組の移行

環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）

✔「環境保全型農業直接支払交付金」（環直）の取組の一部が、
多面的機能支払交付金（まるごと）に移行されます。

○「まるごと」の活動組織が地域ぐるみでこれらの活動に取り組む場合、
取り組みを行う面積（畦畔、法面を含まない）に応じて交付金を受けられます。

○令和６年度まで環直でこれらの取組を行っていた団体、農業者も、引き続き交
付を受けることができます（特定事業実施者）。

○活動組織は取組を行う農業者にみどり加算分を配分することができます。

・長期中干し

・冬期湛水

・夏期湛水

・中干し延期

・江の設置等

○要件
・環境こだわり農産物の認証を受けた

ほ場で実施していること。
（農薬等５割減）

・取組面積を増加させること。(後述)

※交付対象面積ではなく、実際に長期中干し等を行うほ場の面積が対象

みどり加算の取組一覧

※令和１１年までの経過措置
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・IPM+長期中干

・長期中干し 800

・緩効性肥料+長期中干し

・冬期湛水 4,000

・水田ビオトープ 4,000

・希少魚種等保全水田 3,000

・夏期湛水 8,000

・中干し延期 3,000

・長期中干し

・冬期湛水

・江の設置等（作溝実施）

・江の設置等（作溝未実施）

・夏期湛水

・中干し延期

・総合防除

・緩効性肥料+長期中干し

環直

まるごと

単価(円/10a)

環直

環境保全型農業直接支払からの一部取組の移行

※移行による交付単価の変更はありません

～R6 R7～
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令和７年度制度改正による追加項目

✔長期中干し ・14日以上の中干を実施する。
・1本/10a以上の溝切を行う。

✔冬期湛水 ・冬期に2か月以上湛水を行う。（水田）

✔江の設置等
（作溝実施）

・1０m/10a以上のビオトープを設置する。
〈幅30～60cm、深さ10～20cm〉

※夏期湛水、中干し延期については現在、滋賀県での取り組み事例はありません。

✔江の設置等
（作溝未実施）

・在来魚類が水田に遡上可能な状態とする。
（魚のゆりかご水田の取組）

環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）

✔夏期湛水 ・転作田、畑等で夏期に2か月以上
湛水を行う。

✔中干し延期 ・中干し開始時期を慣行時期より1カ月程度延期または
中止し、湛水状態を保つ。

長期中干し

冬期湛水

江の設置
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令和７年度制度改正による追加項目

✔手続き・交付金交付に関する事項

環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）

○ みどり加算に当たる分は資源向上支払（共同）として交付されます。

○活動組織からの事業計画申請は6/30までです。

⇒その後、国からの要望量調査がある予定です。

○活動組織へのみどり加算分の概算払は、その年度の活動の実施状況
が確認できた後となります。

○みどり加算に関する実施状況報告は年間２回あります。
１回目は1/31、２回目は翌年度5/31（まるごとと同じ）です。

⇒そのため、交付決定のタイミングが農地維持、共同と比べると遅くなります。

⇒そのため、２月以降、年度末までの支払いが想定されます。
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令和７年度制度改正による追加項目

✔実施状況の確認について

環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）

○書類は基本的に環直で提出されていた内容と同じです。

・実施状況報告書（環直）

○活動組織は資源向上支払（共同）として、以下の書類を提出する必要があります。

・生産記録等

・活動記録 ・金銭出納簿

※移行団体については、まるごとの活動を行わないため不要

※基本的に1/31までに提出、内容に変更がない場合、２回目は不要

○現地確認方法は環直で実施していた内容と同じです。

例）長期中干し：５～６月に取組者の代表ほ場１か所を現地確認し、
溝切が実施されているか確認
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令和７年度制度改正による追加項目

✔要件等の注意点１（取組の要件）

環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）

○ 活動組織がみどり加算に取り組む場合、農地維持支払、資源向上支払（共同）
の取組が必須です。

○ 特定事業実施者は農地維持支払、資源向上支払（共同）の交付を受ける
ことはできません。

○ 国要件の「化学肥料と化学合成農薬を原則５割以上減」は、滋賀県の
「環境こだわり農産物の生産」の認証を要件とします。（環直と同じ要件）

○ 活動期間中に当初面積よりも取組面積が増加する必要があります。

⇒次のスライドで詳細を説明

※ 要件を満たさなかった場合、事業計画の認定年度に遡って返還する必要があり
ます。

例）３年目で満たせなかった場合、１～３年目を遡及返還します。
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令和７年度制度改正による追加項目

✔要件等の注意点２（面積要件の考え方）

環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）

① 計画・活動面積を 初年度面積＜終了年度面積 とすること。

② 計画・活動面積を 初年度面積≦活動期間中面積 とすること。

⇒年度途中で面積が減少しても、初年度未満の面積でなければOK

年度 R7 R8 R9 R10 R11
面積 10a 12a 10a 10a 11a

②１年目未満でないためOK ①１年目より大きいためOK

○

年度 R7 R8 R9 R10 R11
面積 10a 12a 9a 10a 10a

②１年目未満のためNG ①１年目以下のためNG

×

○ 活動計画面積および活動実施面積が以下の２点を満たす必要があります。

（例）
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令和７年度制度改正による追加項目

✔要件等の注意点３（面積要件の例外）

② 環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）

○ やむを得ない理由が認められる場合、遡及返還は必要ありません。

※ やむを得ない理由の例

・自然災害等 ・土地収用および収用法適用事業（公共工事）による転用

・ブロックローテーション等、地域の営農上の事情
（取組者の責によらないもの）

※ ただし、活動計画時点で判明している場合、活動計画自体を認定できません。

○ 実施可能なすべての面積で実施している場合、遡及返還は必要ありません。

※この場合は活動計画時点から要件が満たせない計画となっていても、
活動計画を認定することができます。

年度 R7 R8 R9 R10 R11
計画面積 10a 10a 10a 10a 10a○

これ以上実施可能な面積がない場合OK
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そのほかの制度改正情報

・すでに直営施工を行われている活動組織については特に影響はありません。

○広域活動組織でも、長寿命化の直営施工を実施していない場合、資源
向上支払（長寿命化）の交付単価上限が5/6になります。

事業計画書提出時に取り組み項目にチェック、その後毎回の活動時にチェック内
容に気を付けて活動してもらうものです。
（例）悪臭及び害虫の発生防止：除草や水路の泥上げ等を行う場合には、気温や
周辺環境等を考慮し、草や土砂等を適切に処理することで悪臭・害虫の発生防
止・低減に努める

※令和７年度から、全ての活動組織等 が「環境負荷低減のチェックシー ト」に
取り組む内容を記入して市町に提出する必要があります。

○「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェック」が追加されました。

※農林水産省多面的機能支払ウェブサイトに掲載の「多面的機能支払交付金環境負荷低減のクロスコンプライ
アンス（みどりチェック）チェックシート解説書」を参照してください。

多面的機能支払交付金：農林水産省
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○ 生態系保全型の拡充

○防災減災型の廃止と田んぼダム加算の導入

○増進加算の導入

制度の変更・追加点

県の制度改正に関する説明
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県の制度改正

①
「魚のゆりかご水田」の取組が環境保全型農業直接支払での支援を受け
られなくなることから、地域ぐるみでの「魚のゆりかご水田」の取組を
支援できるよう生態系保全型を拡充します。

要件：
・「魚のゆりかご水田米」認証面積が、活動組織の田の交付対象面積の

5%以上であること。
・活動組織ぐるみで「魚のゆりかご水田」に取り組むこと。

✔生態系保全型の拡充

②
生態系保全型特有の計画策定・普及啓発の要件を削除し、農村環境保全
活動としての計画策定、普及啓発活動でよいものとします。
これにより専門家への意見聞き取り等が必須ではなくなります。

※みどり加算で「江の設置等（作溝未実施）」の交付を受けているほ場については、
生態系保全型の取組面積とみなせません。
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県の制度改正

田んぼダム取組への支援であった防災減災型を、現在取組中の活動組織
限りとし、国の田んぼダム取組への加算単価である「水田の雨水貯留機
能強化を推進する活動に対する支援」を導入します。これにより、単価
は下がるものの他の型と重複して取り組めるようになります。また、加
算を受けるための要件が緩和されます。

✔防災減災型の廃止と田んぼダム加算の導入

・交付対象面積の8割以上で実施すること。
・市町長が効果があると認める一団の農用地で行うこと。

（地域の防災マップで浸水深0.5m以上の地域が対象）←削除
・畦畔断面を標準以上確保すること。 ←削除

・交付対象面積の5割以上で実施すること。

防災減災型

水田の雨水貯留機能強化を推進する活動に対する支援（田んぼダム加算）

地目 加算単価（円/10a）

田 300
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多面的機能のさらなる増進に向けた活動への支援（増進加算）

✔資源向上活動（共同）の「多面的機能の増進を図る活動」に新たな活動が追加されます。
✔新しく追加された活動に取り組む場合、加算措置が追加されます。

・広域活動組織における活動支援班の設置

・水管理を通じた環境負荷低減活動の強化

○「まるごと」の活動組織が地域ぐるみで追加された活
動に取り組む場合、資源向上支払（共同）の単価に追加
で交付金を受けられます。

○追加した年度を含む活動期間中に限り加算が適用されます。

追加されるメニュー

地目 加算単価（円/10a）

田 300
畑 180
草地 30

○追加された活動に取り組むかどうかは活動組織の任意です。

○1筆でも活動を実施していれば、取組を行ったものとみなします。

県の制度改正
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広域活動組織における活動支援班の設置

○複数の集落で構成される広
域活動組織において、活動組
織内の集落をまたいで共同活
動を支援することを目的とし
て設置されるチームです。

「多面的機能の増進を図る活動」の追加メニューに関する説明

✔「まるごと」の交付金を用いて以下の活動が行えるようになります。

○増進加算を受けるには、活動支援班が活動していることが要件となります。

○活動支援班のメンバーは広域
活動組織の構成員複数人である
必要があります。

※活動記録に具体的な活動内容を記載する欄が追加されます。

県の制度改正
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水管理を通じた環境負荷低減活動の強化

○活動組織ぐるみで「長期中干し、冬季湛水、夏季湛水、中干し延期、江の設置」
（みどり加算と同じ内容）に取り組む活動です。

「多面的機能の増進を図る活動」の追加メニューに関する説明

✔「まるごと」の交付金を用いて以下の活動が行えるようになります。

○みどり加算と異なり、農薬使用量５割減、面積増加の要件はありません。

○取組面積にかかわらず、１筆でも行っていれば活動したものとみなせます。

○ただし、「まるごと」の活動組織の交付対象内のほ場であっても、環直からの移
行団体(特定事業実施者)がみどり加算の交付を受け取ているほ場での取組について
は、活動組織の取組とみなせません。

○環直で「総合防除」等のメニューの要件である、メタン対策として長期中干しの
取組を行っているほ場については、活動組織での取組とみなすことができます。

県の制度改正
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✔みどり加算・増進加算・環直との重複について

○同じほ場が「環直」と「みどり加算」両方の交付を受けることはできません。

※ 例外として「環直」で堆肥施用、「みどり加算」で冬期湛水の場合のみ可能

○特定事業実施者は資源向上支払（共同）の増進加算を受けることはできません。

○活動組織が「みどり加算」に取り組む場合は、増進加算も受けることができます。

○活動組織の対象面積内で移行団体が「みどり加算」を行っていても、
それを理由に活動組織が増進加算を受けることはできません。

※ 活動組織が別のほ場で取組していれば、交付を受けられる

○活動組織の対象面積内で、「環直」取り組みほ場が総合防除の要件として長期中干
に取り組む場合、活動組織は増進加算を受けられます。

※ 活動組織として長期中干しに取り組んだ活動記録は必要

※ 活動計画書への増進活動としての位置づけは必要

県の制度改正
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多面的機能支払交付金へ移行する取組と環境保全型農業直接支払交付金の重複ができない場合について

事業実施主体 みどり加算の取組

⻑期中⼲し、夏期湛⽔、
中干し延期、江の設置等

⻑期中⼲し、夏期湛⽔、
中干し延期、江の設置等

特定事業実施者※1

(R11年度まで)
申請なし

多面的機能支払交付
金活動組織

申請なし

※1 特定事業実施者→環直からの移行団体

※2 みどり加算と環直の重複申請は不可。ただし、冬期湛水と堆肥の施用については重複申請可能。

可

多面増進加算の申請可、不可

申請不可(特定事業実施者の増進加算申
請は不可)

申請可能

申請不可(特定事業実施者の増進加算申
請は不可)

申請可能(ただし、「活動組織のエリ
ア」に「特定事業実施者が申請するみ
どり加算圃場」が被っている場合、そ
のみどり加算取組のみでの増進加算の
申請は不可)

みどり加算と環直の同じ圃場での重複申請の可、不可

全取組(有機農業、堆肥の施用、緑肥の施
用、総合防除、炭の投入、地域特認)

不可

堆肥の施用 可※2

堆肥以外(有機農業、緑肥の施用、総合防
除、炭の投入、地域特認) 不可

冬期湛水特定事業実施者※1

(R11年度まで)

冬期湛水多面的機能支払交付
金活動組織

全取組(有機農業、堆肥の施用、緑肥の施
用、総合防除、炭の投入、地域特認) 不可

堆肥の施用 可※2

堆肥以外(有機農業、緑肥の施用、総合防
除、炭の投入、地域特認)

不可

全取組(有機農業、堆肥の施用、緑肥の施
用、総合防除、炭の投入、地域特認)

可

全取組(有機農業、堆肥の施用、緑肥の施
用、総合防除、炭の投入、地域特認)

県の制度改正
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○本年度の事故発生件数の状況

○死亡事故の事例

○安全管理の徹底に向けて

内容

安全管理の再徹底について
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○事故発生件数は増加傾向にあり、死亡事故も複数件発生してい
ます。事故発生時の作業の内訳は、草刈と泥上げにおける事故
が全体の約9割を占める状況です。

○死亡事故は、活動中の転落やトラクターの横転等が多く、特に
草刈作業における転倒・転落が多い傾向にあります。

本年度の事故発生件数の状況(全国)

35

事故事例：水路の草刈作業時の転倒による死亡事故

○作業内容：水路の草刈り

○事故概要：複数人で水路の
草刈作業をしていた際、被害
男性が後方に転倒。
コンクリート製の水路側壁に
後頭部を強打し、本人死亡。

※写真はイメージです。実際の事故発生現場ではありません。

○発生原因：足元の確認不足・現場の事前確認不足

○死亡原因：ヘルメット不着用

ヘルメットを着用していれば、死亡する可能性は低かった。
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①

②

③

④
ため池の草刈りに
おける死亡事故

ため池の草刈り

被害男性を含む3名でため池とその周囲の草
刈りを行っていた。それぞれの担当範囲を
決めて作業を行っていたが、途中から被害
男性の姿が確認できなくなり、ため池の水
を抜いたところ、被害男性が発見された。

独断による計画に無
い作業の実施

単独作業

農道法面の草刈り
作業中の転落

農道の草刈り
複数人で農道法面の草刈作業を手鎌で行っ
ていた際、被害男性が約3ｍの高さから道路
に転落。本人死亡。

現場の事前確認不足
(高所作業となるか
どうか等)

ヘルメット不着用
安全帯の不使用

草刈り作業中のト
ラクター横転によ
る死亡事故

水路法面の草刈り

モア（草刈り機）を装着したトラクターで
水路法面の草刈作業時、トラクターがバラ
ンスを崩し転倒。運転をしていた被害男性
が下敷きになり、本人死亡。

現場の事前確認不足
(トラクターが通行
可能かどうか等)

シートベルト不使用

山中移動時の転落
事故

水路の泥上げ・清掃

複数人での山中水路の清掃が終了し、水路
の中を歩きながら下山していたところ、被
害男性が足を踏み外し、下の町道まで転落
した。（傾斜角70度、高さ20ｍ）

経路の状況確認不足 ヘルメット不着用
安全帯の不使用

事故事例 作業内容 事故概要 発生原因 死亡原因

その他の死亡事故事例

発生原因・死亡原因ともに作業者の油断や慢心に起因する
ものが多い

37

安全管理の徹底に向けて

○KY(危険予測)ミーティングの実施
作業中にどのような事故が発生する可能性があるか、どの

ような危険が潜んでいるか想像し、その対策について作業前
に話し合う

○安全対策の徹底：作業時のヘルメット着用
高所作業時の安全帯・命綱の使用

ヘルメット 安全帯 命綱(親綱) 38


